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法人取引口座開設の申込み受付基準 

当社では、下記の15項目の全ての受付基準を充足されるお客様について、法人口座開設の申込みをお

受けしております。 

1. 日本に本店又は支店等が登記されている法人である事。 

2. 商業登記上の本店又は支店にて郵便物の受け取りが可能な事。 

3. 代表者及び取引担当者ご本人が、口座開設をお申込みされるお取引に関する当社の取引説明書を熟

読し、オンラインによる口座開設をお申込みされるお取引のリスク等重要事項を十分に理解した上

で法人口座の開設をお申込みいただけること。 

4. 取引及び取引に付随する行為について権限を有する役員又は正規雇用従業員（以下「取引担当者」）

を選任する事。取引担当者は、成年被後見人ではないこと。 

5. 取引担当者は、日本の居住者（国籍は問いません）で、日本語での意思疎通が出来る事。 

6. 取引担当者は、口座開設をお申込みされるお取引に関する十分な知識があり、取引の仕組みやリス

クについて充分理解している事。 

7. 当社において、他に同一代表者および同一取引担当者の法人口座が無いこと。（1口座のみ可） 

8. 代表者及び取引担当者が、法令等で口座開設をお申込みされるお取引を行うことを禁止されている

者ではないこと。 

9. 当社からの電子メール及び電話で常時連絡をとる事ができる事。専用の電話番号及び電子メールア

ドレスをお持ちである事。 

10. 契約締結前の書面、契約締結時の書面、取引残高報告書、証拠金の受領にかかる書面、その他法令

上交付すべき書面を電磁的方法により提供する事を、書面または電磁的方法によりご承諾頂ける事。 

11. 口座開設をお申込みされるお取引に関する取引説明書及びその付属書類に記載されたお客様の義

務に違反していない事。 

12. マネーロンダリング等の公序に反する取引その他不法または不正の疑いのある取引に利用する為

にお取引を行わない事、または反社会的勢力の一員でない事。 

13. 全国銀行協会加盟の金融機関に居住者円預金口座を保有していること。 

14. 法人としての取引管理態勢が整備されていること。 

15. その他、当社が定める基準を満たしていること。 

 

※当社では、個人事業主を法人として取り扱っておりませんので、ご了承ください。 

以上 


